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[image: ]サービス提供の流れ（概要）
障害福祉サービス


1 サービス利用申請
・申請者は、障害福祉サービスに係る利用申請書等を市町に提出します。

2 「指定特定相談支援事業者」と契約
・申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」と利用契約します。
・「指定特定相談支援事業者」は「サービス等利用計画案」を作成し、申請者に交付するとともに、写しを市町に提出します。

3 　市町による調査
・市町は申請者に対し、障害支援区分認定調査（障害福祉サービス介護給付を利
用の場合）、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。

4 　審査判定　（介護給付の障害福祉サービスを利用する場合）
・市町は障害支援区分認定等審査会に対し、障害支援区分の判定を依頼します。
・市町は、審査会の判定を基に障害支援区分の認定を行います。

5 障害福祉サービス等の支給決定
・市町は、「サービス等利用計画案」をもとに支給を決定し、「介護給付費等支給決定通知書」及び「計画相談支援給付費支給通知書」を交付します。
・併せて、「障害福祉サービス受給者証」を申請者に交付します。

6 「サービス等利用計画」の作成
・「指定特定相談支援事業者」は支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集めてサービス担当者会議を開催し、「サービス等利用計画」を作成したのち申請者に交付するとともに、作成した計画の写しを市町へ提出します。

7 サービス提供事業者と契約、サービス利用開始
・申請者は、「障害福祉サービス受給者証」を事業者に提示し、利用に関する契約をしたのち、サービスの利用を開始します。
・事業者は、申請者の事業者記入帳に必要事項を記入します。

8 モニタリング
・「指定特定相談事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。
・モニタリング報告書等の書類（写し）を市町へ提出します。

















契約書締結日…支給期間より前日
計画同意日　…原則として支給期間
















障害児通所支援



1 サービス利用申請
・申請者は、障害児通所支援に係る利用申請書等を市町に提出します。

2 「指定障害児相談支援事業者」と契約
・申請者は、障害児相談支援の提供について、「指定障害児相談支援事業者」と利用契約します。
・「指定障害児相談支援事業者」は、「障害児支援利用計画案 (・)」を作成し、申請者に交付するとともに、写しを市町に提出します。

3 市町による調査
・市町は申請者に対し、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。

4 障害児通所支援の給付決定
・市町は「障害児支援利用計画案」をもとに支給を決定し、「障害児通所給付費支給決定通知書」及び「障害児相談支援給付費支給通知書」を交付します。
・併せて、「通所受給者証」を申請者に交付します。

5 「障害児支援利用計画」の作成
・「指定障害児相談支援事業者」は、給付決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集めてサービス担当者会議を開催、「障害児支援利用計画」を作成したのち、申請者に交付します。作成した計画（写し）を市町へ提出します。

6 サービス提供事業者と契約、サービス利用開始
・申請者は、「通所受給者証」を事業者に提示し、利用に関する契約をしたのち、サービスの利用を開始します。
・事業者は、申請者の事業者記入帳に必要事項を記入します。

7 モニタリング
・「指定障害児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。
・モニタリング報告書等の書類（写し）を市町へ提出します。
　












契約書締結日…支給期間より前日
計画同意日　…原則として支給期間


















１　対象者
計画相談支援及び障害児相談支援の対象は、原則サービスを利用する全ての障害者及び障害児の保護者です。

　計画相談支援（障害者総合支援法）の対象者
	
	対象者
	留意事項

	サービス
利用支援
	障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者
	新しいサービスの追加や、サービスの更新、支給量の増減に伴うもの。


	継続サービス利用支援
	指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援によりサービス等利用計画が作成された支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者
	指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外




　障害児相談支援（児童福祉法）の対象者
	
	対象者
	留意事項

	障害児支援
利用援助
	通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護者新しいサービスの追加やサービスの更新、支給量の増減に伴うもの。

	

	継続障害児
支援利用援助
	指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者
	指定障害児相談支援事業者以外の者が障害児支援利用計画案を作成した場合については継続障害児支援利用援助の対象外


【契約】利用契約は、障害児相談支援と計画
相談支援それぞれで契約してください。





　※【留意事項】
申請者が、障害児通所支援と障害福祉サービスの両方を利用する場合には、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を一体的にまとめた計画（「障害児支援利用計画」となり、報酬は障害児相談支援費のみ算定します。）を作成します。
　　　したがって、高校在学中に18歳に到達した放課後等デイサービスと障害福祉サービスを併給している者については、放課後等デイサービスを利用している間は障害児相談支援費を算定し、放課後等デイサービスの利用が終了した時点で、計画相談支援費を算定することとなります。

【契約】居宅介護や短期入所のみを利用していた障害児が、放デイを利用することとなった場合は、障害児相談支援の契約も必要となります。
















２　サービス内容
　　計画相談支援及び障害児相談支援のサービス内容は、①～③のとおりです。

1 計画相談支援（障害者総合支援法）の内容
	
	サービス内容
	留意事項

	サービス
利用支援
	ア　サービス等利用計画案の作成（以下を記載。）
・利用者及びその家族の生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・生活全般の解決すべき課題
・提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
・福祉サービス等の種類、内容、量
・福祉サービス等を提供する上での留意事項
・モニタリング期間

	○サービス等利用計画案
○サービス等利用計画案【週間計画表】
○申請者の現状（基本情報）
○申請者の現状（基本情報）【現在の生活】


⇒作成後、申請者に交付し、市町には写しを提出する。


イ　支給決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整


ウ　サービス等利用計画の作成調整は必ず行ってください。どうしても調整ができない場合は、欠席者に事前に意見を求め、記録を残しておいてください。


※案の内容に加え、以下の事項を追加
・福祉サービス等の利用者負担上限額
・福祉サービス等の担当者（連絡先含む）

	○サービス等利用計画
○サービス等利用計画【週間計画表】


⇒作成後、申請者に交付し、市町には写しを提出する。

	※障害者若しくは障害児の保護者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案する。聞取り調査は原則として自宅。
※事業所等の聞き取りでも可能と
した特例は、H26年度で終了。











※サービス担当者会議を開催し、支援内容を調整する。

	継続サービス利用支援
	ア　モニタリング期間ごとに、サービス等利用計画が適切であるかどうか、サービスの利用状況を検証する。


イ　検証結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行う。


ウ　モニタリング結果に基づき、いずれかを提供する。
・サービス等利用計画をそのまま継続する。
・新たな支給もしくは支給決定の変更、または地域相談支援給付が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。→継続サービス利用支援から、サービス利用支援に変更。

	○モニタリング報告書
○継続サービス等利用計画【週間計画表】


⇒作成後、申請者に交付し、市町には写しを提出する。

	モニタリングは必ず受給者証に記載された時期に実施してください。










※サービス担当者会議を開催し、支援内容を調整する。








2 障害児相談支援（児童福祉法）の内容
	
	サービス内容
	留意事項

	障害児支援
利用援助
	ア　障害児支援利用計画案の作成（以下を記載。）
・障害児及びその家族の生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・生活全般の解決すべき課題
・提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期
・障害児通所支援の種類、内容、量
・障害児通所支援を提供する上での留意事項
・モニタリング期間聞取り調査は原則自宅。
※事業所等の聞き取りでも可能な特例は、H26年度で終了。



	○障害児支援利用計画案
○障害児支援利用計画案【週間計画表】
○申請者の現状（基本情報）
○申請者の現状（基本情報）【現在の生活】


⇒作成後、申請者に交付し、写しを市町に提出する。


イ　通所給付決定後に、指定障害児通所支援事業者等との連絡調整


ウ　障害児支援利用計画の作成調整は必ず行ってください。どうしても調整ができない場合は、欠席者に事前に意見を求め、記録を残しておいてください。

※案の内容に加え、以下の事項を追加
・障害児通所支援の利用者負担上限額
・障害児通所支援の担当者

	○障害児支援利用計画
○障害児支援利用計画【週間計画表】


⇒作成後、申請者に交付し、写しを市町に提出する。

	※障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案する。









※サービス担当者会議を開催し、支援内容を調整する。

	継続障害児支援利用援助
	ア　モニタリング期間ごとに、障害児支援利用計画が適切であるかどうか、障害児通所支援の利用状況を検証する。


イ　検証結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行う。


ウ　モニタリング結果に基づき、次のいずれかを提供する。
・障害児支援利用計画をそのまま継続する。
・新たな通所給付または通所給付の変更が必要と認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、当該申請の勧奨を行う。→継続障害児支援利用援助から、障害児支援利用援助に変更。

	○モニタリング報告書
○継続障害児支援利用計画【週間計画表】


⇒作成後、申請者に交付し、写しを市町に提出する。

	モニタリングは必ず受給者証に記載された時期に実施してください。













※サービス担当者会議を開催し、支援内容を調整する。



※アセスメント、担当者会議、モニタリング等が基準に従って実施されていない場合は、算定要件を満たさないため給付費の支払いができません。
※アセスメント、担当者会議、モニタリングの実施状況の記録が給付費請求の根拠となります。実施記録は必ず作成、保管してください。


③ 　プロセスの各段階で市町に提出する「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」
	支給決定プロセス
	「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」
	 サービス等調整会議議事録等 
 独自の様式
 アセスメントシート、ニーズ整理表

	
	障害児支援利用計画案
サービス等利用計画案
	障害児支援利用計画案(週間)
サービス等利用計画案(週間)
	申請者の状況(基本情報)
	申請者の状況(基本情報)(週間)
	障害児支援利用計画
サービス等利用計画
	障害児支援利用計画(週間)
サービス等利用計画(週間)
	モニタリング報告書
	継続障害児支援利用計画(週間)
継続サービス等利用計画(週間)
	

	①支給決定前
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	○

	②支給決定後
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	③モニタリング
	サービスの種類や量が変更
	●
	●
	○
	○
	
	
	●
	
	○

	
	曜日や時間帯、事業者のみが変更
	
	
	○
	○
	
	
	●
	●
	○

	
	特に変更がない
	
	
	
	
	
	
	●
	
	○


※●必須提出、○必要に応じて提出
（留意事項）
相談支援専門員が担当する障害者が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合（地域相談支援に係る指定一般相談支援事業所と兼務する場合は除く。）については、サービス提供事業所との中立性の確保や、サービス提供事業所と異なる視点での検討が欠如しかねないことから、以下のやむを得ない場合を除き、当該者が利用するサービス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助を実施することを基本とする。
また、支給決定の更新又は支給決定の変更に係るサービス利用支援・障害児支援利用援助についても、当該者が利用するサービス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が実施することを基本とする。
・ 身近な地域に指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者がない場合
・ 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち、当該支給決定等から概ね３ヶ月以内の場合（サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支援は一体的な業務であること、また、指定特定相談支援事業者の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるため、一定期間を猶予。）
・ その他市町村がやむを得ないと認める場合














３　モニタリング期間の設定
①モニタリング期間
モニタリング期間については、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者（計画作成担当）の提案を踏まえて、以下の事項及び期間を勘案して、市町が個別の対象者ごとに定めます。標準のモニタリング期間は下記の表のとおりですが、個別の状況を考慮し、柔軟に設定しています。
（勘案事項）
ａ 障害者等の心身の状況
ｂ 障害者等の置かれている環境
・地域移行等による住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変化、ライフステージ（乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等）の変化の有無 等
ｃ 総合的な援助の方針（援助の全体目標）
ｄ 生活全般の解決すべき課題
ｅ 提供されるサービスの目標及び達成時期
ｆ 提供されるサービスの種類、内容及び量
ｇ サービスを提供する上での留意事項

　　標準モニタリング期間一覧
	対象者
	モニタリング期間

	（１）新規支給決定又は支給決定の変更によりサービス種類、内容又は量に著しく変動があった者
	利用開始から3か月を経過するまで１か月間

	（２）在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む。）または地域定着支援利用者（(１)を除く。）
①　以下の者
イ　障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ　単身世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業所等との連絡調整を行うことが困難である者
ハ　常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態のあるもの若しくは知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（重度障害者等包括支援の決定を受けていない者に限る。）
	１か月（毎月）ごと

	⓶　以下の者
イ　居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を利用する者
　ロ　65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者
	３か月間ごと

	　⓷　①、⓶以外の者
	６か月間ごと

	（３）障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援（(１)及び(４)を除く。）を利用する者
	６か月間ごと

	（４）地域移行支援、地域定着支援（(１)及び(２)を除く。）を利用する者
	６か月間ごと


※複数の対象者に該当する方は、表の上が優先されます。

②計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給期間
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給期間は、以下の取扱いとします。
	ア　支給期間の開始月
・新規に計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の対象となる者
⇒サービス利用支援・障害児支援利用援助を実施する月（サービス等利用計画を作成する月）
・既に計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の対象となっている者
⇒更新前の支給期間の翌月
イ　支給期間の終期月
利用する障害福祉サービスの支給決定、地域相談支援給付決定又は障害児通所支援の給付決定の有効期間のうち最長の有効期間の終期月



③モニタリング期間に係る開始月と終期月
モニタリング期間として、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の開始月と
終期月を記載しています。
具体的な取り扱いは以下のとおりです。
	ア　当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の開始月
開始月については、支給決定の有効期間の終期月において継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助を実施することを前提に、当該者に係るモニタリング期間を勘案して設定しています。
・支給決定の有効期間の終期月においては、対象者の状況に応じて、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助と併せて支給決定の更新等のためのサービス利用支援・障害児支援利用援助を実施 →報酬はサービス利用支援・障害児支援利用援助の報酬のみ算定。
なお、１人の者に対して複数の支給決定の有効期間の終期が設定される場合には、複数の支給決定の有効期間のうち最長の有効期間の終期月に継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助を実施することを前提に、当該者に係るモニタリング期間を勘案して、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の開始月が設定されています。
イ　当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の終期月
原則として、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給期間の終期月（サービスの支給決定の有効期間の終期月）と同じとする。
ただし、モニタリング期間が１月（毎月）ごとの者については、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の開始月を含め最長１年以内で終期月を設定する（支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者については、当該支給決定等から概ね３か月以内を基本とする）。



④具体的な例　
例１令和６年４月から新規で標準モニタリング期間３カ月のサービスを１年間利用する場合
　　　サービスの支給期間　　　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　　計画相談支援の支給期間　令和６年３月○日～令和７年３月３１日
・当初３か月は毎月モニタリングを実施しその後は３か月ごとに実施。
	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	R５
	計画作成
	モ
	モ
	モ
	
	
	モ
	
	
	モ
	
	
	モ
計画作成


　
　　　　　　　　　　　　　サービスの支給期間記載表現は、自治体によって多少異なります。

※受給者証への記載内容　
「モニタリング期間　当初３か月毎月のち３か月毎（令和６年4月～令和７年３月）」
　　「令和６年４月、５月、６月、９月、12月、令和７年３月」と記載される場合も。


例２令和６年４月から新規で標準モニタリング期間６カ月のサービスを１年間利用する場合
　　　サービスの支給期間　　　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　　計画相談支援の支給期間　令和６年３月○日～令和７年３月３１日
・当初３か月は毎月モニタリングを実施しその後は６か月ごとに実施。　
	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	R５
	計画作成
	モ
	モ
	モ
	
	
	モ
	
	
	
	
	
	モ
計画作成


　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスの支給期間
※受給者証への記載内容
「モニタリング期間　当初３か月毎月のち半年毎　令和６年４月～令和７年3月」
「令和６年４月、５月、６月、９月、令和７年３月」と記載される場合も。

例３令和６年４月から更新で標準モニタリング期間３カ月のサービスを１年間利用する場合
　　サービスの支給期間　　　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　計画相談支援の支給期間　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　　・モニタリングを３か月ごとに実施。
	　　　　
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	R５
	モ
計画作成
	
	
	モ
	
	
	モ
	
	
	モ
	
	
	モ
計画作成



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスの支給期間
　※受給者証への記載内容
「モニタリング期間　３か月毎　令和６年６月～令和７年3月」
「令和６年６月、９月、12月、令和７年３月」と記載される場合も。

　例４令和６年４月から更新で標準モニタリング期間６カ月のサービスを１年間利用する場合
　　　サービスの支給期間　　　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　　計画相談支援の支給期間　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
　　　・モニタリングを６か月ごとに実施。
　　　
	　　　　
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	R５
	モ
計画作成
	
	
	
	
	
	モ
	
	
	
	
	
	モ
計画作成



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスの支給期間
　※受給者証への記載内容
「モニタリング期間　６か月毎　令和６年９月～令和７年3月」
「令和６年９月、令和７年３月」と記載される場合も。









例５令和６年４月から新規で標準モニタリング期間６カ月のサービスを３年間利用する場合
　　　サービスの支給期間　　　令和６年４月１日～令和９年３月３１日
　　　計画相談支援の支給期間　令和６年３月○日～令和９年３月３１日
　　　・当初３か月は毎月モニタリングを実施しその後は６か月ごとに実施。
	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	R６
	計画作成
	モ
	モ
	モ
	
	
	モ
	
	
	
	
	
	モ

	
	R７
	
	
	
	
	
	モ
	
	
	
	
	
	モ

	
	R８
	
	
	
	
	
	モ
	
	
	
	
	
	モ
計画作成


　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスの支給期間
※受給者証への記載内容
「モニタリング期間　当初3か月毎月のち半年毎（令和６年4月～令和９年３月）」
「令和６年４月、５月、６月、９月、令和７年３月、９月、令和８年３月、９月、
令和９年３月」と記載される場合も。

４　計画相談支援事業等の運営に関する注意点
【参考法令等】
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平24厚労令28）（以下「者基準」とする。）
・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平24厚労令29）（以下「児基準」とする。）
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平24第22号厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平24第23号厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

1 契約について（者基準第５条、児基準第５条）
・計画相談支援対象障害者等（障害児相談支援対象保護者）が指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の利用の申込みを行ったときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、計画相談支援（障害児相談支援）の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ること。（ 利用契約書 、重要事項説明書の日付及び署名の記入漏れがないか、契約者は利用者本人であるかの確認をしてください。障害児相談の場合、契約者は障害児の保護者になります。）

2 契約内容の報告等（者基準第６条、児基準第６条）
・指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町に対し遅延なく報告すること。 
・サービス等利用計画（障害児支援利用計画）を作成したときは、その写しを市町に対し遅滞なく提出すること。 

③ 提供拒否の禁止（者基準第７条、児基準第７条）
・指定特定相談支援事業者（指定障害児相談支援事業者）は、正当な理由がなく、指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の提供を拒んではならない。
　提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、
　ⅰ 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
　ⅱ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
　ⅲ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申込があった場合
　ⅳ その他利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援（指定障害児相談支援）を提供することが困難な場合
　　なお、「５ 計画相談支援等に関する報酬」に記載している行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算又は精神障害者支援体制加算を算定している指定特定相談支援事業者（指定障害児相談支援事業者）にあっては、算定している各加算に対応した強度行動障害を有する障害児者、医療的ケアが必要な障害児者又は精神障害を有する障害児者からの利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとする。

④ 受給者証の確認（者基準第９条、児基準第９条） 
・指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証又は地域相談支援受給者証によって、計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費）の支給対象者であること、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認すること。（受給者証の写しを保管することが望ましい。）

⑤ 支給決定の申請に係る援助（者基準第10条、児基準第１０条） 
・利用者の支給決定又は地域相談支援給付決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者がサービスを利用する意向がある場合には、市町の標準処理期間を勘案し、余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう、申請勧奨等の必要な援助を行うこと。（利用者に手続き案内等行う。） 

⑥ 計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費）の額に係る通知等（者基準第1４条、児基準第１４条） 
・法定代理受領により市町から指定計画相談支援（指定障害児相談支援）に係る計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費）の支給を受けた場合は、利用者に対し、計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費）の額を通知すること。 

⑦ 指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の具体的取扱方針（者基準第15条、児基準第１５条） 
・相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画（障害児支援利用計画）を変更し、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、 サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案（障害児支援利用計画案）の内容について説明を行い、担当者から専門的な見地からの意見を求めなければならない。（サービス担当者会議の記録を残すこと。） 
・相談支援専門員は、モニタリングに当たって、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、モニタリング期間ごとに利用者の居宅等を訪問し（障害児の場合は居宅に限る）、利用者等（利用者だけでなく、家族との面接も必要）に面接しなければならない。 
（解釈通知：市町が利用者に通知するモニタリング期間ごとに、利用者の居宅、精神科病院又は障害者支援施設等で面接を行い、その結果を記録することが必要です。※特例は平27.３.31で終了のため。また、訪問日時、訪問者の名前等の記録もしておくこと） 
 ・相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画（障害児支援利用計画）の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意署名（同意日も記入のこと）を得ること。 
 ・相談支援専門員は、サービス等利用計画（障害児支援利用計画）を作成した際には、当該サービス等利用計画（障害児支援利用計画）を利用者等及び関係事業者に交付すること。 
・モニタリングの結果、サービス等利用計画（障害児支援利用計画）を変更する場合には、申請の勧奨を行い、新規同様 （訪問→アセスメント→計画案への説明と同意→担当者会議→計画作成→計画への説明と同意→交付）の対応を行うこと。 
（一定の要件を満たす場合に限りテレビ電話装置等を活用してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。）

⑧ 勤務体制の確保等（者基準第20条第３項、児基準第２０条第３項） 
・事業者は、相談支援専門員の資質向上のために、その研修の機会を確保すること。
⑨業務継続計画の策定等（者基準第２０条２、児基準第２０条２）
・事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する計画相談支援の継続的な提供及び非常時体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、必要な措置を講じること。
⑩ 掲示等（者基準第23条第１項、児基準第２３条第１項） 
・事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び計画相談支援（障害児相談支援）の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制等を記載した重要事項を掲示すること。（ファイル綴じでも可能。） 

⑪ 秘密保持等（者基準第24条第３項、児基準第２４条第３項） 
・事業者は、サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ること。 

⑫ 苦情解決（者基準第27条第２項、児基準第２７条第２項） 
・事業者は、提供した指定計画相談支援（指定障害児相談支援）又はサービス等利用計画（障害児支援利用計画）に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録し、5年間保存すること。 

⑬虐待の防止（者基準第２８条２、児基準第２８条２）
・事情者は、虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底すること。また虐待防止の研修を定期的に実施すること。
　５　指定計画相談支援等に関する報酬
（１）計画相談支援費
　　　サービス利用支援・継続サービス利用支援の提供に対する報酬は、次に揚げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定することになります。
	区分
	単位数

	① 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）
	2,014

	② 機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ）
	1,914

	③ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ）
	1,822

	④ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ）
	1,672

	⑤ サービス利用支援費（Ⅰ）
	1,572

	⑥ サービス利用支援費（Ⅱ）
	　732

	⑦ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ）
	1,761

	⑧ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅱ）
	1,661

	⑨ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ）
	1,558

	⑩ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ）
	1,408

	⑪ 継続サービス利用支援費（Ⅰ）
	1,308

	⑫ 継続サービス利用支援費（Ⅱ）
	　606



　① 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）・⑦ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ）
　　次の要件を全て満たす事業所においてサービス利用支援・継続サービス利用支援を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
　　ハ　24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
　　ニ　基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。
　　ホ　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
　　ヘ　指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数（指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。）が1カ月間において相談支援専門員1人当たり40件未満であること。
　　ト　指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

② 機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ）・⑧ 機能強化型継続サービス支援費（Ⅱ）
　　次の要件を全て満たす事業所においてサービス利用支援・継続サービス利用支援を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）の算定要件のロ、ハ、二、ホ、へ、トの要件を満たすこと。

　③ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ）・⑨ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ）
　　次の要件を全て満たす事業所においてサービス利用支援・継続サービス利用支援を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）の算定要件のロ、二、ホ、へ、トの要件を満たすこと。

　④ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ）・⑩ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ）
　　次の要件を全て満たす事業所においてサービス利用支援・継続サービス利用支援を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）の算定要件のロ、二、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。


　①～④及び⑦～⑩の機能強化型に該当しない事業所においてサービス利用支援・継続サービス利用支援を提供した場合は、⑤ サービス利用支援費（Ⅰ）及び⑪ 継続サービス利用支援費（Ⅰ）を算定する。
また、全ての事業所において、取り扱い件数（相談支援専門員1人当たりの前6カ月間における計画相談支援対象障害者等の数）（指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、障害児相談支援対象保護者も含む。）が40件を超える場合は、40件以上に相当する件数に相談支援専門員の平均員数を乗じた件数（小数点以下は切り捨てる。）については、⑥ サービス利用支援費（Ⅱ）及び⑫ 継続サービス利用支援費（Ⅱ）を算定する。

加算及び減算
	加算内容及び留意点
	単位
	当該加算のみの請求の可否

	初回加算
　① 新規にサービス等利用計画を作成する場合
② 利用者が障害福祉サービス等を利用する月の前6か月間において障害福祉サービス及び地域相談支援を利用していない場合
①、②のいずれの場合においても、契約の締結からサービス等利用計画案を交付するまでの期間が3カ月を超える場合であって、4カ月目以降に月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接した場合は、300単位にさらに300単位に当該月数（3を上限）を乗じて得た単位数を加算できる。
※初回加算の算定月から、前６か月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、算定できない。
	300単位／月
	不可

サービス利用支援費の請求に併せて請求

	入院時情報連携加算
　①　入院時情報連携加算（Ⅰ）
· 医療機関を訪問しての情報提供
　②　入院時情報連携加算（Ⅱ）
· 医療機関への訪問以外の方法での情報提供
　指定特定相談支援事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を利用者等の同意を得た上で提供した場合に加算する。
※利用者１名につき、１か月に１回を限度として（Ⅰ）または（Ⅱ）のいずれかを加算。
※情報提供の内容や手段、日時等を記録し、５年間保存すること。
	①３００単位／月
②１５０単位／月
	可

	退院・退所加算
　退院・退所時に相談支援専門員が医療機関等の多職種から情報収集することや、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスに参加して情報収集を行った上でサービス等利用計画等を作成した場合。
※利用者１名につき、入院・入所中に３回を限度として加算。
※初回加算を算定する場合は算定不可。
※サービス等利用計画等を活用し、記録を５年間保存すること。
	３00単位／回
	不可

サービス利用支援費の請求に併せて請求

	居宅介護支援事業所等連携加算
　介護保険の居宅介護支援の利用や就職等に伴い指定居宅介護支援事業所、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継ぎに一定期間を要する利用者に対し、一定の支援を行った場合（障害福祉サービス等の利用期間内において、次の①～⑥それぞれ2回を限度。利用終了後6カ月以内においてはそれぞれ月1回を限度）
・居宅介護支援等の利用に関し
　①情報提供を文書により実施した場合
　②月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場合
　③他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う会議に参加した場合
・就職等に関し、
　④情報提供を文書により実施した場合
　⑤月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場合
　⑥他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う会議に参加した場合
※情報提供の内容や手段、日時、会議録等を記録し、５年間保存すること。
※②、③、⑤、⑥については、同一月にサービス利用支援費、継続サービス利用支援費を算定する場合は、算定不可。
	①１５０単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
④１５０単位／月
⑤３００単位／月
⑥３００単位／月
	可

	医療・保育・教育機関等連携加算
　障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関等の関係機関と連携し、利用者の状態や支援方法の共有を行った場合（①、②は利用者１人につき、１か月に１回を限度として加算。ただし、初回加算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療機関等のみから情報提供を受けている場合は算定不可。③は１か月に３回を限度とし同一の病院等については１か月に１回を限度。④は福祉サービス等提供機関の区分ごとにそれぞれ１か月に１回を限度）
　① 福祉サービス等提供機関の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受けた上で、指定サービス利用支援を行った場合
　② ①と同様な上で、指定継続サービス利用支援を行った場合
　③ 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合
　④ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて利用者に関する必要な情報を提供した場合
※情報提供の内容や手段、日時等を記録し、５年間保存すること。
	①２００単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
④１５０単位／月
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	サービス担当者会議実施加算
　継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について確認するとともに、計画の変更その他便宜の提供について検討を行った場合。
※利用者１人につき、１か月に１回を限度として加算
※出席者や日時、検討内容や対応方針に関する記録を作成し、５年間保存すること。
	100単位／月
	不可

継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	サービス提供時モニタリング加算
　継続サービス利用支援等の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計画等に位置付けたサービス事業所等を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した場合。
※利用者１人につき、１か月に１回を限度とし、かつ、相談支援専門員１人当たり１月に39人を限度として加算。
※サービスの提供状況や提供時の利用者の状況を記載した記録を５年間保存すること。
	100単位／月
	可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費に併せての請求も可

	主任相談支援専門員配置加算
　相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該事業所又は当該事業所以外の事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合。
①　主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）
· 基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町が認める指定特定相談支援事業所において、当該事業所の従業者に加え、当該事業所以外の事業所の従業者に対して、指導及び助言を実施した場合
　②　主任相談支援専門員配置加算（Ⅱ）
　①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
※体制を整備している旨を公表する必要がある。
	①３００単位／月
②１００単位／月
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求


	行動障害支援体制加算
　行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
　①　行動障害支援体制加算（Ⅰ）
· 実践研修修了者が、障害支援区分３以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が10点以上である障害児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合
　②　行動障害支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を伴わない加算のみの請求時（サービス提供時モニタリング加算等）には当該加算は算定不可

	要医療児者支援体制加算
　重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　要医療児者支援体制加算（Ⅰ）
· 研修修了者が、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合
　②　要医療児者支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	精神障害者支援体制加算
　精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障害者等に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、地域生活支援事業に定める精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　精神障害者支援体制加算（Ⅰ）
· 精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所であって、利用者が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、精神障害者研修修了者が、障害者総合支援法第４条第１項に規定する精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合
　②　精神障害者支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	[bookmark: _Hlk192965402]高次脳機能障害支援体制加算
　脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実があり、かつ、認知障害が主たる原因により日常生活又は社会生活に制約がある障害者等に対して適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ）
· 研修修了者が、高次脳機能障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合
　②　高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	ピアサポート体制加算
　次の①～③いずれにも適合する場合に算定する。
　① 地域生活支援事業として行われる研修（障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものであって、次のⅰ、ⅱに掲げるものを指定特定相談支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置している場合
　ⅰ 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者又は障害者であったと市町村が認める者。
　ⅱ 管理者、相談支援専門員その他指定計画相談支援に従事する者
　② ①に掲げる者のいずれかにより、当該指定特定相談支援事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
　③ ①に掲げるものを配置している旨を公表していること。
※事前に各市町へ届出が必要。
	１００単位／月
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	特別地域加算
中山間地域等（厚生労働大臣が定める地域）に居住する者に対して指定計画相談支援を提供した場合
	1回につき
所定単位数の15％
	不可
サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	集中支援加算
　次の①～③に該当する場合に、1人につき1月に1回を限度として、④に該当する場合に、１月に３回を限度とし同一の病院等については１月に１回を限度として、⑤に該当する場合に、福祉サービス等提供機関の区分ごとにそれぞれ１月に１回を限度として算定する。
　① 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ月2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合
　※サービス利用支援費、継続サービス利用支援費を同月に算定する場合は算定不可。
　② サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合
　※サービス利用支援費、継続サービス利用支援費を同月に算定する場合は算定不可。
　③ 福祉サービス等を提供する機関等の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合
　※サービス利用支援費、継続サービス利用支援費、入院時情報連携加算（Ⅰ）、退院・退所加算を同月に算定する場合は算定不可。
　④ 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、職員に対して、心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合
　※サービス利用支援費、継続サービス利用支援費を同月に算定する場合は算定不可。
　⑤ 福祉サービス等の提供機関からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を行った場合
　※サービス利用支援費、継続サービス利用支援費を同月に算定する場合は算定不可。
	①３００単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
④３００単位／月
⑤１５０単位／月
	可

	利用者負担上限額管理加算
指定基準第13条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合
	1か月につき150単位
	可

	[bookmark: _Hlk54202484]地域生活支援拠点等相談強化加算
地域生活支援拠点等である指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がコーディネーターの役割を担うものとして相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入対応を行った場合
※要請のあった時間や内容、連絡調整日時や内容を記録し、当該加算の算定対象である旨を記録し、５年間保存する。
	700単位/回
（受入実績に応じて
月4回を限度）
	可

	地域体制強化共同支援加算
地域生活支援拠点等である指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が支援困難事例等についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、他の福祉サービス等の事業者と共同で対応し、協議会に報告した場合
※別途定める内容を記録し、５年間保存する。
	2,000単位/回
（月1回を限度）
	可

	[bookmark: _Hlk192966016]地域生活支援拠点等機能強化加算
計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービスを一体的に運営していること又はこれら拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する拠点コーディネーターを事業所に常勤で1名以上配置している場合
※地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター１人につき、１か月に100回を限度として加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	500単位/回
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	[bookmark: _Hlk193309059]遠隔地訪問加算
特別地域に所在し、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関を訪問して所定の支援等を行う場合
※初回加算（契約の締結からサービス等利用計画案を交付するまでの期間が3カ月を超える場合であって、4カ月目以降に月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接した場合に限る。）、入院時情報連携加算（Ⅰ）、退院・退所加算、居宅介護支援事業所等連携加算（月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場合に限る。）、医療・保育・教育機関等連携加算（福祉サービス等提供機関の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受け協議等を行った上で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合及び利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合に限る。）、集中支援加算（障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ月2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合並びに計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、職員に対して、心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合に限る。）を算定する場合に加算。
	300単位
×対象となる加算の算定回数の合計
	不可

対象となる加算の請求に併せて請求






	減　算
	単位

	居宅介護支援費重複減算
相談支援専門員が介護保険法の要介護者に対し、指定居宅介護支援と一体的に提供した場合に右に掲げる単位数を減算する。
	要介護１～２
・機能強化型サービス利用支援費
（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）
及びサービス利用支援費（Ⅰ）　　５８２単位/月
・機能強化型継続サービス利用支援費
（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）
及び継続サービス利用支援費（Ⅰ）６３３単位/月

要介護３～５
・機能強化型サービス利用支援費
（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）
及びサービス利用支援費（Ⅰ）　　８９４単位/月
・サービス利用支援費（Ⅱ）　　　　　５４単位/月
・機能強化型継続サービス利用支援費
（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）
及び継続サービス利用支援費（Ⅰ）９４５単位/月
・継続サービス利用支援費（Ⅱ）　　２４３単位/月

	[bookmark: _Hlk193138397]介護予防支援費重複減算
相談支援専門員が介護保険法の要支援者に対し、指定介護予防支援と一体的に継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費（Ⅰ）を提供した場合に減算する。
	２０単位/月

	情報公表未報告減算
障害者総合支援法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合に減算する。
	所定単位数の5％　

	[bookmark: _Hlk193139747]業務継続計画未策定減算
指定基準第20条の2に規定する基準を満たしていない場合に減算する。
※令和7年3月31日までの間は適用しない
	所定単位数の1％　

	虐待防止措置未実施減算
指定基準第28条の2に規定する基準を満たしていない場合に減算する。
	所定単位数の1％　













（２）障害児相談支援費の報酬
障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助の提供に対する報酬は、次に揚げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定することになります。
	区分
	単位数

	① 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅰ）
	２，２０１

	② 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅱ）
	２，１０１

	③ 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅲ）
	２，０１６

	④ 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅳ）
	１，８６６

	⑤ 障害児支援利用援助費（Ⅰ）
	１，７６６

	⑥ 障害児支援利用援助費（Ⅱ）
	　　８１５

	⑦ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）
	１，８９６

	⑧ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）
	１，７９６

	⑨ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅲ）
	１，６９９

	⑩ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅳ）
	１，５４８

	⑪ 継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）
	１，４４８

	⑫ 継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）
	　　６６２




　① 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅰ）・⑦ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）
　　次の要件を全て満たす事業所において障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
　　ハ　24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
　　ニ　基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。
　　ホ　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
　　ヘ　指定障害児相談支援事業所において指定障害児支援利用援助又は継続障害児支援利用援助を提供する件数（指定特定相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定特定相談支援の利用者を含む。）が1カ月間において相談支援専門員1人当たり40件未満であること。
　　ト　指定障害児相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

② 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅱ）・⑧ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）
　　次の要件を全て満たす事業所において障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅰ）の算定要件のロ、ハ、二、ホ、へ、トの要件を満たすこと。


　③ 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅲ）・⑨ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅲ）
　　次の要件を全て満たす事業所において障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅰ）の算定要件のロ、二、ホ、へ、トの要件を満たすこと。

　④ 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅳ）・⑩ 機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅳ）
　　次の要件を全て満たす事業所において障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を提供した場合に算定可能。（事前に各市町へ体制状況等一覧表の提出が必要。）
　　イ　専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。
　　ロ　① 機能強化型障害児支援利用援助費（Ⅰ）の算定要件のロ、二、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。


　①～④及び⑦～⑩の機能強化型に該当しない事業所において障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助を提供した場合は、⑤ 障害児支援利用援助費（Ⅰ）及び⑪ 継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）を算定する。
また、全ての事業所において、取り扱い件数（相談支援専門員1人当たりの前6カ月間における障害児相談支援対象保護者の数）（指定特定相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、計画相談支援対象者も含む。）が40件を超える場合は、40件以上に相当する件数に相談支援専門員の平均員数を乗じた件数（小数点以下は切り捨てる。）については、⑥ 障害児支援利用援助費（Ⅱ）及び⑫ 継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）を算定する。

加算及び減算
	加算内容及び留意点
	単位
	当該加算のみの請求の可否

	初回加算
　① 新規に障害児支援利用計画を作成する場合
② 利用者が障害児通所支援等を利用する月の前6か月間において障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用していない場合
①、②のいずれの場合においても、契約の締結から障害児支援利用計画案を交付するまでの期間が3カ月を超える場合であって、4カ月目以降に月2回以上、利用者と面接した場合（テレビ電話等を活用して面接した場合も含む。ただし、月に１回は障害児の居宅を訪問し面接することを要する。）は、所定単位数にさらに５００単位に当該月数（3を上限）を乗じて得た単位数を加算できる。
※初回加算の算定月から、前６月間において保育・教育等移行支援加算を算定している場合は、算定できない。
	５00単位／月
	不可

障害児支援利用援助費の請求に併せて請求

	入院時情報連携加算
　①　入院時情報連携加算（Ⅰ）
· 医療機関を訪問しての情報提供
　②　入院時情報連携加算（Ⅱ）
· 医療機関への訪問以外の方法での情報提供
　指定障害児相談支援事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を利用者等の同意を得た上で提供した場合。
※利用者１名につき、１か月に１回を限度として（Ⅰ）または（Ⅱ）のいずれかを加算。
※情報提供の内容や手段、日時等を記録し、５年間保存すること。
	①３００単位／月
②１５０単位／月
	可

	退院・退所加算
　退院・退所時に相談支援専門員が医療機関等の多職種から情報収集することや、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスに参加して情報収集を行った上で障害児支援利用計画等を作成した場合。
※利用者１名につき、入院・入所中に３回を限度として加算。
※初回加算を算定する場合は算定不可。
※障害児支援利用計画等を活用し、記録を５年間保存すること。
	３00単位／回
	不可

障害児支援利用援助費の請求と併せて請求

	保育・教育等移行支援加算
　保育所等の利用や就学、就職等に伴い保育所、特別支援学校、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引き継ぎに一定期間を要する利用者に対し、一定の支援を行った場合。（障害福祉サービス等の利用期間内においては、①～③それぞれ2回を限度。利用終了後6カ月以内においてはそれぞれ月1回を限度。）
1  情報提供を文書により実施した場合
2 月に2回以上、利用者と面接を行った場合（テレビ電話等を活用して面接した場合も含む。ただし、月に１回は障害児の居宅を訪問し面接することを要する。）
3 他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う会議に参加した場合
　※②、③については、同一月に障害児支援利用援助費及び継続障害児支援利用援助費を算定する場合は算定不可。
	①１５０単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
	可
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	医療・保育・教育機関等連携加算
　障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関等の関係機関と連携し、障害児の状態や支援方法の共有を行った場合（①、②は障害児１人につき、１か月に１回を限度として加算。ただし、初回加算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療機関等のみから情報提供を受けている場合は算定不可。③は１か月に３回を限度とし同一の病院等については１か月に１回を限度。④は福祉サービス等提供機関の区分ごとにそれぞれ１か月に１回を限度）
　① 福祉サービス等提供機関の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助を行った場合
　② ①と同様な上で、指定継続障害児支援利用援助を行った場合
　③ 障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合
　④ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて障害児に関する必要な情報を提供した場合
※情報提供の内容や手段、日時等を記録し、５年間保存すること。
	①２００単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
④１５０単位／月
	不可

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求

	サービス担当者会議実施加算
　継続障害児支援利用援助の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について確認するとともに、計画の変更その他便宜の提供について検討を行った場合。
※利用者１人につき、１か月に１回を限度として加算
※出席者や日時、検討内容や対応方針に関する記録を作成し、５年間保存すること。
	100単位／月
	不可

継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求

	行動障害支援体制加算
　行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な障害児相談支援を実施するために、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　行動障害支援体制加算（Ⅰ）
· 実践研修修了者が、児基準の合計点数が20点以上である児に対して現に指定障害児相談支援を行っている場合
　②　行動障害支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	不可

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を伴わない加算のみの請求時（サービス提供時モニタリング加算等）には当該加算は算定不可

	要医療児者支援体制加算
　重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な障害児相談支援を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　要医療児者支援体制加算（Ⅰ）
· 研修修了者が、医療的ケアスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である医療的ケア児に対して現に指定障害児相談支援を行っている場合
　②　要医療児者支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	精神障害者支援体制加算
　精神科病院等に入院する障害児及び地域において生活等をする精神障害のある障害児に対して適切な障害児相談支援を実施するために、地域生活支援事業に定める精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　精神障害者支援体制加算（Ⅰ）
· 精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所であって、障害児が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、精神障害者研修修了者が、児童福祉法第４条第２項に規定する精神に障害のある児童に対して現に指定障害児相談支援を行っている場合
　②　精神障害者支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	高次脳機能障害支援体制加算
　脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実があり、かつ、認知障害が主たる原因により日常生活又は社会生活に制約がある者であって満18歳に満たないものに対して適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、その旨を公表している場合。
①　高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ）
· 研修修了者が、高次脳機能障害児に対して現に指定障害児相談支援を行っている場合
　②　高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ）
①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	①６０単位／月
②３０単位／月
	

	サービス提供時モニタリング加算
　継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会において、障害児支援利用計画等に位置付けた障害児通所支援事業所等を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した場合。
※利用者１人につき、１か月に１回を限度とし、かつ、相談支援専門員１人当たり１月に39人を限度として加算。
※サービスの提供状況や提供時の利用者の状況を記載した記録を５年間保存すること。
	100単位／月
	可

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費に併せての請求も可。

	主任相談支援専門員配置加算
　相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該事業所又は当該事業所以外の事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合。
①　主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）
· 基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町が認める指定特定相談支援事業所において、当該事業所の従業者に加え、当該事業所以外の事業所の従業者に対して、指導及び助言を実施した場合
　②　主任相談支援専門員配置加算（Ⅱ）
　①、②のいずれかを加算
※事前に各市町へ届出が必要。
※体制を整備している旨を公表する必要がある。
	①３００単位／月
②１００単位／月
	不可

サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費の請求に併せて請求

	ピアサポート体制加算
　次の①～③いずれにも適合する場合に算定する。
　① 地域生活支援事業として行われる研修（障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、次のⅰ、ⅱに掲げるものを指定障害児相談支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置している場合
　ⅰ 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者又は障害者であったと市町村が認める者。
　ⅱ 管理者、相談支援専門員その他指定障害児相談支援に従事する者
　② ①に掲げる者のいずれかにより、当該指定障害児相談支援事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
　③ ①に掲げるものを配置している旨を公表していること。
　※事前に各市町へ届出が必要。
	１００単位／月
	不可

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求




	特別地域加算
中山間地域等（厚生労働大臣が定める地域）に居住する者に対して指定障害児相談支援を提供した場合
	1回につき
所定単位数の15％
	不可
障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求

	集中支援加算
　次の①～③に該当する場合に、1人につき1月に1回を限度として、④に該当する場合に、１月に３回を限度とし同一の病院等については１月に１回を限度として、⑤に該当する場合に、福祉サービス等提供機関の区分ごとにそれぞれ１月に１回を限度として算定する。
　① 障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ月2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合
　※障害児支援利用援助費、継続障害児支援利用支援費を同月に算定する場合は算定不可。
　② サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握した障害児支援利用計画の実施状況について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合
　※障害児支援利用援助費、継続障害児利用援助費を同月に算定する場合は算定不可。
　③ 福祉サービス等を提供する機関等の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合
　※障害児支援利用援助費、継続障害児利用援助費、入院時情報連携加算（Ⅰ）、退院・退所加算を同月に算定する場合は算定不可。
④ 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、職員に対して、障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合
　※障害児支援利用援助費、継続障害児利用援助費を同月に算定する場合は算定不可。
　⑤ 福祉サービス等の提供機関からの求めに応じて、当該福祉サービス等提供機関に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合
　※障害児支援利用援助費、継続障害児利用援助費を同月に算定する場合は算定不可。
	①３００単位／月
②３００単位／月
③３００単位／月
④３００単位／月
⑤１５０単位／月
	可

	利用者負担上限額管理加算
指定基準第13条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合
	1か月につき150単位
	可

	地域生活支援拠点等相談強化加算
地域生活支援拠点等である障害児相談支援事業所の相談支援専門員がコーディネーターの役割を担うものとして相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入対応を行った場合
※要請のあった時間や内容、連絡調整日時や内容を記録し、当該加算の算定対象である旨を記録し、５年間保存する。
	700単位/回
（受入実績に応じて
月4回を限度）
	可

	地域体制強化共同支援加算
地域生活支援拠点等である障害児相談支援事業所の相談支援専門員が支援困難事例等についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、他の福祉サービス等の事業者と共同で対応し、協議会に報告した場合
※別途定める内容を記録し、５年間保存する。
	2,000単位/回
（月1回を限度）
	可

	地域生活支援拠点等機能強化加算
計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）障害児支援利用援助費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全てのサービスを一体的に運営していること又はこれら拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営しており、かつ、市町により地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する拠点コーディネーターを事業所に常勤で1名以上配置している場合
※地域生活支援拠点等に配置された拠点コーディネーター１人につき、１か月に100回を限度として加算
※事前に各市町へ届出が必要。
	500単位/回
	不可

障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費の請求に併せて請求


	遠隔地訪問加算
特別地域に所在し、指定障害児相談支援事業所との間に一定の距離がある障害児等の居宅その他機関を訪問して所定の支援等を行う場合
※初回加算（契約の締結から障害児支援利用計画案を交付するまでの期間が3カ月を超える場合であって、4カ月目以降に月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接した場合に限る。）、入院時情報連携加算（Ⅰ）、退院・退所加算、保育・教育等移行支援加算（月に2回以上、利用者の居宅に訪問し面接を行った場合に限る。）、医療・保育・教育機関等連携加算（福祉サービス等提供機関の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合及び障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合に限る。）、集中支援加算（障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ月2回以上、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合並びに障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、職員に対して、障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合に限る。）を算定する場合に加算。
	300単位
×対象となる加算の算定回数の合計
	不可

対象となる加算の請求に併せて請求





	減　算
	単位

	情報公表未報告減算
児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合に減算する。
	所定単位数の5％　

	業務継続計画未策定減算
指定基準第20条の2に規定する基準を満たしていない場合に減算する。
※令和7年3月31日までの間は適用しない
	所定単位数の1％　

	虐待防止措置未実施減算
指定基準第28条の2に規定する基準を満たしていない場合に減算する。
	所定単位数の1％　









（３）計画相談支援費・障害児相談支援費の算定報酬の相違点
　（１）（２）に記載の通り、計画相談支援費と障害児相談支援費の報酬構造については、基本報酬である機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ～Ⅳ）の算定要件等両者で同内容のものが多い。主な相違点は以下のとおり。
　・機能強化型体制の基本単位数
・初回加算の単位数
・居宅介護支援事業所等連携加算は障害児相談支援費では算定不可。
・保育・教育等移行支援加算は計画相談支援費では算定不可。

（留意事項）
　１．サービス終了時（モニタリング期間終了月）の継続サービス利用支援及び継続障害児支援利用援助については、更新に伴うサービス利用支援及び障害児支援利用援助と一体的に提供されるべきものなので、継続支援の請求はできません（利用支援のみ算定）。
→《例外》サービスを更新しない（全てのサービス終了時）場合のみ、算定が可能。

２．相談支援事業者（障害児の居宅サービス）及び障害児相談支援事業者（障害児の通所サービス）の両方の指定を受けた事業者の相談支援専門員が、居宅及び通所サービスの一体的な計画を作成する場合は、障害児相談支援に係る報酬のみ算定となります。

３．地域生活支援事業の委託相談に配置されている職員が計画相談支援・障害児相談支援を行った場合でも、市町との協議により、業務に支障がない範囲（委託相談の最低人員が確保された状態）で計画相談支援・障害児相談支援との兼務が可能ですが、委託相談と計画相談支援・障害児相談支援の職員の兼務を行った結果、委託相談や相談支援で本来提供されるべきサービスが欠けることがないよう注意してください。

４．計画作成は計画作成の更新時又はサービス内容の変更があったときにしか発生しません。計画期間中に計画相談事業所等を変更した場合、新たに契約した事業所は次回計画作成依頼時期まで、給付費が発生しない可能性があります。事業所を変更する場合には、可能な限り支給決定期間（やむを得ない場合はモニタリング実施月）を一区切りとして考えてください。

５．計画相談事業所は業務上の特質から、契約者、関係機関等に対し情報を収集・提供することとなります。そのため、情報収集においては、どこから、いつ提供をうけたのか。情報提供については、誰に対し、いつ、どのような内容を提供したのかを明確にしておいてください。

６　計画相談支援費等の算定に関する注意点
1 請求時のモニタリング日について 
・利用者が計画、モニタリングに同意した日を、請求事由の発生日とみなします。請求時のモニタリング日＝同意日としてください。また、同意日の属する月が相談支援の請求上の提供月となることにご留意ください。 
2 計画相談支援給付費の算定について 
・モニタリングから一連の流れの中で利用支援に至った場合、モニタリング分（継続サービス利用支援費）は算定せずサービス利用支援費のみを算定してください。サービス追加の場合も同様です。 
3 モニタリングについて 
・モニタリングは指定された月に行ってください。内容を精査し、やむを得ない事由による場合はこの限りではありませんが、安易にモニタリングを先延ばしすることはやめてください。なお、計画作成についても同様です。 
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